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 特集：緊急時の安全な水の確保 

＜報告＞

災害時の安全な水の確保

平山修久

国立環境研究所
　

Emergency management system for safety drinking water

Nagahisa Hirayama

National Institute for Environmental Studies

抄録
　本稿では，2007年新潟県中越沖地震での柏崎市における応急給水の対応事例，2011年東日本大震災
での津波被災地域における応急給水に係る災害対応とその課題について述べる．そこでは，災害時に
おける安全な水を確保するためには，目標による管理に基づく災害対応業務の実施，被災地域の復
旧・復興の状況に応じた浄水技術の導入，指揮調整，事案処理，情報作戦，後方支援，庶務財務，広
報渉外という 6つの組織的機能を有する応急給水対応システムの構築，が必要であることを示した．
また，標準的な災害対応システムであるインシデント・コマンド・システム，米国緊急事態マネジメ
ントシステムにおける緊急時の応急給水について述べた．
　そのうえで，水道事業体の災害対応業務という視点から災害時の安全な水の確保のあり方について
考察した．そこでは，応急給水拠点整備や相互応援協定などの従前の応急給水対策から一歩すすめて，
我が国における標準的な応急給水マネジメントシステムを構築することが必要であることを指摘した．
また，平時の訓練や演習の機会を活用し，応急給水計画とその実施計画の有用性を高め，災害時の安
全な水の確保に向けた継続的な水道事業体や地域の対応力向上の取り組みを実践していくことが重要
である．そして，将来の首都直下地震や南海トラフ巨大災害時においても安全な水を確保するために
は，災害時における地域の安全な水を確保するための実践的な人材の育成を継続的に実施し，その関
係者のFace to Faceのネットワーク構築が必要であることを指摘した．

キーワード：目標による管理，応急給水実施計画，2011年東日本大震災，組織的機能，インシデン
ト・コマンド・システム

Abstract
　In this paper, two situations are described: a case of emergency drinking water supply in Kashiwazaki 
city after the 2007 Niigata Chuetsu Earthquake and the disaster response and problems related to 
emergency water supply in tsunami-devastated areas after the 2011 Tohoku Disaster. Safety and security 
of drinking water in these emergency situations required a complex disaster response to implement 
water purification technologies, restore and recover water treatment processes in the damaged area, 
and develop an emergency water supply management system. The response necessitated systematic 
functions of command, operation, planning, logistics, finance/administration, and public affairs. It 
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I. はじめに

　水道事業体は，東日本大震災をはじめとする災害時に，
その施設が被災した場合においても，市民の生活の維持
に必要不可欠な水を供給することが，地域防災計画にお
いて定められている [1]．しかしながら，一方で，水道
事業体は，災害初動時において，災害対策本部立ち上げ
などの初動態勢の確立，情報収集，被害状況の把握と確
認，応急給水や応急復旧体制の確立，他事業体や業界団
体からの受援態勢の確立，自治体市長部局の災害対策本
部や他部局，市民への情報提供など，さまざまな災害対
応業務を実施することが求められる．1995年以降，我が
国の水道事業体では，阪神・淡路大震災，2004年新潟県
中越地震，2007年新潟県中越沖地震，さらには2011年東
日本大震災などの大規模災害時における応急給水対応を
経験してきている．これらの経験を踏まえ，地震対策マ
ニュアル策定指針 [2]，地震時等緊急時対応の手引き [3] 
において，応急給水に関する事項が取り纏められている．
しかしながら，災害時の安全な水の確保という観点から
は，災害特性やその地域性，時間経過，さらには需要者
のニーズに応じて，その対応業務を実施することが求め
られている．
　本稿では，災害時の市民の生（いのち）を衛（まも）
る水を供給するという災害対応業務の視点から，新潟県
中越沖地震の事例や米国における災害対応システムを踏
まえ，災害時の安全な水の確保のあり方について論ずる．

II. 我が国における災害時の応急給水対応につ
いて

₁ ．既往の災害時応急給水システムについて
　地域防災計画は，災害対策基本法第40条に基づき，各

地方自治体の長が，それぞれの防災会議に諮り，防災
のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画で
ある [4]．そこでは，災害時の応急給水目標水量や応急
給水方法について述べられている．多くの水道事業体
は，この計画に基づき必要な整備を推進することとな
る．1995年阪神・淡路大震災を経験した神戸市において
は，神戸市水道施設耐震化基本計画に基づき，飲料水の
供給システムについて定めており，災害時応急給水目標
水量を表 1のように定めている．また，これらの目標を
達成するための応急給水手法を，（ 1）市民の備蓄飲料水，
（ 2）運搬給水，（ 3）仮設給水栓からの給水，（ 4）他
都市等からの応援給水，としている．（ 4）他都市等か
らの応援給水では，災害相互応援に関する覚書や関係機
関，自衛隊等からの応援による給水活動を実施する，と
している．また，海上自衛隊，海上保安庁からは，給水
船，巡視船による海岸部からの応援を受けるとしている．
大規模災害時においては，日本水道協会の地方支部，県
支部等の広域的な応援協定のほか，大都市間の相互応援
協定および遠方の地方都市相互応援協定や近隣市町との
相互応援協定，また，管工事業協働組合や水道サービス
公社等の業界団体との応援協定による全国的かつ階層的

also required the development of an incident command system, which is the de facto standard system 
for emergency response and emergency drinking water supply systems under the National Incident 
Management System (NIMS) in the United States.
　The approach for securing safe water supply in emergencies was considered from the viewpoint of 
water utilities’ operations. To be prepared for disasters following catastrophic earthquakes in Japan, 
such as the Nankai Trough quake, a standard emergency water supply management system and 
additional conventional measures for emergency drinking water supply (such as the establishment of 
an emergency water supply station and the agreement of mutual assistance after disasters) are needed. 
Also, it is indispensable to develop more useful and effective action plans and incident action plans that 
address emergency drinking water supply. To be most useful there ought to be opportunity to receive 
training and practice at managing disasters and to continuously improve the disaster response capability 
of water utilities and communities. Finally, it is necessary for emergency water supply system managers 
to develop their practical capacities and to engage in face-to-face networking with others working in the 
water sector.

keywords: management by objectives, incident action plan, the 2011 Tohoku disaster, systematic 
functions, Incident Command System

(accepted for publication, 3rd April 2015)

表 ₁ 　災害時における応急給水目標水量

地震発生からの
日数

1人当り水量
（L/日） 用途

地震発生～ 3日 3 飲料
（生命維持に最小限必要）

～ 10日 20 飲料，水洗トイレ，洗面など
（日周期の生活に最小限必要）

～ 21日 100 飲料用，水洗トイレ，洗面，
風呂・シャワー，炊事

～ 28日 100 ～ 250 ほぼ通常の生活用
（若干の制約はある）
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な応援体制が担う機能が重要となる．さらに，1995年阪
神・淡路大震災をはじめとして，2007年新潟県中越沖地
震，2011年東日本大震災など，これまでの災害時の応急
給水において自衛隊の災害派遣活動が果たしてきた役割
は大きい [5]．したがって，水道事業体のみだけではなく，
公共サービスとして被災地域の安全な水の確保をいかに
継続するのかという，地域事業継続という視点から，災
害時の応急給水システムを再構築することが必要である．

₂ ．自衛隊による応急給水支援について
　1995年 1 月17日に発生した阪神・淡路大震災では，水
道事業体のみならず自衛隊による被災者への生活支援活
動が実施された [6]．また，2007年 7月16日新潟県中越沖
地震では，新潟県知事からの要請に基づき，自衛隊の災
害派遣が行われ，人命救助活動，被災者への生活支援活
動等が行われた．
　災害から住民の生命，身体及び財産を第一義的に保護
するのは，自治体の責務であるが，その能力を超える場
合は，国が補完することになっている [7]．この仕組みに
おいて，防衛省の役割は災害対策基本法における国の指
定行政機関の一つとして，その掌握事務について，当該
都道府県または市町村に対し，勧告し，指導し，助言し，
その他適切な措置をとらなければならないと規定されて
いるに過ぎない．その権限については，防衛省設置法に
おいて，自衛隊の行動を遂行するため，天災地変その他
の災害に際して，人命または財産の保護のため必要があ
る場合において行動する権限がある，と規定されている．
さらに，自衛隊法第83条では，公共の秩序の維持を目的
とする任務行動として，都道府県知事等の要請により実
施される，と定められている [8]．
　災害派遣時に実施される救援活動内容は，災害の状況，
要請の内容等により，その時の状況に応じて決定される
ものであるが，被害状況の把握，道路啓開などとともに，
給水支援が想定されている．給水支援は，陸上自衛隊の
兵站機能のひとつである．兵站の目的は部隊の活動を

維持，増進して作戦を支援するものであり，補給，整備，
輸送，衛生等の総称であり，それぞれ固有の機能を果た
しつつ，相互に有機的に結合されて，兵隊という総合機
能を形成している．自衛隊の災害派遣は，この機能を被
災者の人命または財産の保護を目的として活用するもの
である．
　自衛隊の災害派遣は，都道府県知事等からの要請に基
づき，「公共性」「緊急性」「非代替性」の原則，いわゆ
る災害派遣の 3要件によって判断される．しかしながら，
1995年以降は原則を堅持しつつ柔軟な災害派遣が行われ
ており，給水支援活動も災害後の安全な水の確保に大き
な役割を果たしてきている．

₃ ．新潟県中越沖地震における給水支援
　2007年新潟県中越沖地震では，「24時間，ライフライ
ンが復旧するまで民生支援を行う」との目標に基づき，
災害派遣活動が実施された．今回の対応では，被害状況，
地域の特性，利用可能な部外力，支援すべき地域等を考
慮し，災害派遣部隊の規模に応じて支援組織が構成され
た．図 1に自治体と自衛隊との連携要領を示す．新潟県
災害対策本部会議に，第12旅団長も会議に参加し，災害
対策本部長，つまり新潟県知事からの助言の求めに応じ
て発言を行っていた．さらに，県災害対策本部において
は，自治体職員と自衛隊をはじめとする各機関の職員
は，検討段階から同じ部屋の同じテーブルで作業を進め
た．これにより，情報の共有や状況認識の共有において
有効であったと指摘されている．柏崎市災害対策本部で
は，先ず，県庁及び柏崎市役所に対して，災害派遣担任
部隊から連絡幹部が派遣された．並行して，旅団司令部
からも連絡幹部が派遣された．旅団司令部が新潟県庁に
前方指揮所を開設し，さらに柏崎市の災害担任部隊が柏
崎市役所に指揮所を開設した．これにより，現地レベル
及び県レベルでの調整・連携が可能となっている．
　さらに，柏崎市ガス水道局に対して，生活支援を担当
する部隊から連絡幹部が派遣され，ライフラインの復旧

図 ₁ 　₂₀₀₇年新潟県中越沖地震での自治体との連携要領
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状況の把握や給水支援要領の確認，調整が行われた．水
道部局に対して連絡幹部が派遣されたのは，ガス水道局
の庁舎が，柏崎市庁舎から離れて位置していたこと，生
活支援の活動が大きく，円滑な活動のためには，ガス水
道局と直接連絡・調整する必要があったためである．
　表 2に阪神・淡路大震災，2004年新潟県中越地震，
2007年新潟県中越沖地震の地震災害における給水支援を
示す．2007年新潟県中越沖地震における給水支援は，発
生当日から43日間実施され，約40,000戸の断水世帯に対
して30,000トンの応急給水量の給水を行った．
　応急給水の水源確保では，他水道事業体からの応援給
水車が柏崎市の浄水施設の水を用いていたが，自衛隊の
給水支援活動では，海上自衛隊等が輸送してきた水と河
川から取水し，浄水セット [9] により浄化された水を応
急給水として用いた．なお，その水質については，自衛
隊の医管により定期的な検査が行われていた．
　給水支援活動においては， 1 t水タンクトレーラー，
5 t水タンク車，及び浄水セットが使用された．図 2に応
急給水量実績と避難者数の推移を示す．自衛隊の給水支
援活動においては，部隊あるいは装備という限られた資
源を効率的に運用するため，目標を設定したうえで，先
行的に態勢を整える．したがって，ここでは，水道の応
急復旧率をひとつの指標として部隊運用を計画していた．
　図 3に給水支援業務運営の概念図を示す．避難所に設
置された給水所は， 1 t水タンクトレーラーと隊員 2名

のチームを基準として運用し，24時間態勢で応急給水活
動を行った．ガス水道局と自衛隊との間で， 1日 3回の
作戦会議が開催され，水タンクトレーラーの稼働状況
を把握したうえで，その運用計画を状況に応じて適宜修
正した． 5 t水タンク車については，給食支援，入浴支
援，及び病院に対する給水支援に使用された．なお，こ
の災害においては，病院では 1病院当たり 1日約50tの
給水が必要であったことから，長岡市水道局の支援を受
け，長岡市から輸送し，給水活動が行われた．
　これらの給水支援活動の目標を「被災者が自宅で生活
が可能になるまで実施する」とし，上水道の応急復旧が
完了した段階で飲料用の給水支援を終了し，ガス復旧後
に入浴支援活動を終了する，という段階的な目標を設定
している．最終的には，柏崎市からの撤収依頼報告に基
づく新潟県からの撤収要請に基づき，自衛隊による給水
支援活動が2007年 8 月27日に終了している．
　新潟県中越沖地震では，被災者のニーズを勘案し，被
災事業体と支援機関とが協働して状況把握を行い，給水
実行計画を策定，評価，更新することで，目標による管
理に基づく応急給水活動が実施されていた．一方，避難
者数の減少が必ずしも応急給水量の減少に結びついてい
ない．したがって，これらのことから，効果的な応急給
水の実施には，通水率や避難者数等の現状，応急復旧目
標等の今後の状況予測，これらに基づき設定される目標
について，関係機関での共有を図り，目標による管理に

表 ₂ 　新潟県中越沖地震での給水支援活動

給水期間（日） 応急給水量（t） 断水戸数（戸） 応急復旧日数（日）
2007年新潟県中越沖地震 43 30,000 39,170 20
2004年新潟県中越地震 26 1,030 129,750 67
1995年阪神・淡路大震災 58 61,000 1,270,000 91

図 ₂ 　₂₀₀₇年新潟県中越沖地震での応急給水量実績と避難者数推移
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基づく災害対応業務を実施することが必要であるといえ
よう．

₄ ．東日本大震災における応急給水の課題
　2011年 3 月11日東日本大震災では，津波による被災が
甚大となり，東日本太平洋沿岸で561km2以上もの地域
が津波による浸水範囲 [10] となり陸前高田市や南三陸
町をはじめとして，太平洋沿岸地域の街や集落が壊滅的
な被害を受けた．これらの地域では，配水管路への地震
被害だけではなく，津波遡上による浄水場や配水池への
被災や，浅井戸の塩水化や濁水化など水源や水処理施設
への被災がみられた．また，下水道システムの観点から
は，今回の被災地域では，末端処理である浄化センター
が沿岸地域に整備されており，これらが軒並み津波によ
る被災を受けている．したがって，上水道をはじめとす
る被災地の水循環システムという観点からは，復旧・復
興には数ヶ月単位ではなく，数年という相当の時間を要
することとなる．また，津波被災地域の都市復興計画と
連携することなく，上水道システムを復旧・復興するこ
とはできないといえる．
　一方，従前の上水道システムの災害対応プロセスは，
避難所や断水地域の市民に対して，給水タンク車等によ
る応急給水を行いつつ，既存の上水道システムの応急復
旧に取り組むというものである．今回の災害対応におい
ても，図 4に示すように応急給水タンク車や仮設給水栓
による応急給水が実施されている．しかしながら，給水
タンク車や仮設給水栓による応急給水には量的な限界が
存在することが指摘されている [11]．したがって，上下
水道システムの応急復旧に時間を要する津波被災地域で
は，給水タンク車と中心とした従来の応急給水手法によ
ることは，災害時の安全な水の確保という観点からは不
十分であるといわざるをえない．つまり，応急復旧に時
間を要する津波被災地域においては，図 5に示す一時的

な浄水システムや浄化システムを含めた形での応急給水
システムや応急的な水循環システムの構築という新たな
対応システムを検討することが必要である．
　具体的には，公立学校などの避難所，津波被災地域で
点在する建築物，あるいは仮設住宅に対して，附近の河
川や井戸，あるいは港湾より取水し，その地域の原水水

図 ₃ 　₂₀₀₇年新潟県中越沖地震における給水支援業務運営の概念図

図 ₄ 　₂₀₁₁年以前の上下水道システムの時間スケール

図 ₅ 　津波災害における上下水道システムの時間スケール
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質や被災者のニーズに適用する処理能力を有する膜処理
設備，消毒設備，あるいは応急浄水装置 [12] を設置し，
仮設配管により貯水槽や既存配管に接続することで応急
給水を行うものである．図 6に被災地内の応急的水循環
システムの概念図を示す．例えば，膜処理装置において
は，膜モジュールを簡易に取り外しできるようにするこ
とで，応急的な浄水システムとして活用し，被災者が恒
久住宅に移行した後は，通常の浄水システムにて膜モ
ジュールを活用することができる．津波激甚地域におい
ては，このような一時的な水循環システムを応急復旧プ
ロセスに組み込むことで，避難所，避難所から応急仮設
住宅，応急仮設住宅から恒久住宅への移行という復興プ
ロセスに沿った形での，災害時の安全な水を確保するこ
とができるといえよう．
　水道事業体の災害対応という視点からは，2011年東日
本大震災の発災直後から，全国の水道事業体が被災地の
事業体に対する支援を連携して実施することができてい
る．これは，1995年阪神・淡路大震災以降に，我が国の
水道事業体が，災害時の相互応援に関する覚書による他
都市との相互応援体制を構築するなどの災害対策を推
進してきたことによるものといえる．また，地震対策マ
ニュアル対策指針[2]や地震等緊急時対応の手引き[3]に

より，被災水道事業体に先遣隊を送るなど，災害初動
時から応援水道事業体と受援水道事業体との協働で活動
することができたといえる．また，応急給水活動のみな
らず，災害対応の経験を有する神戸市や新潟市の職員が，
復旧・復興期における災害査定や復興計画策定などの情
報作戦の機能面における支援もなされた．しかしなが
ら，被災した地方における情報連絡調整担当である日本
水道協会東北地方支部が被災したことなどにより，東日
本大震災における応急給水活動をはじめとする災害対応
が問題なく実施できたとは必ずしもいえない．また，東
日本大震災での被災事業体に対する災害エスノグラフィ
調査や災害対応のタイムライン分析結果より，東日本大
震災における災害対応においては，図 7に示す組織的な
6つの機能，すなわち，（ 1）指揮調整，（ 2）事案処理，
（ 3）情報作戦，（ 4）後方支援，（ 5）庶務財務，（ 6）
広報渉外，が必要であることが指摘されている[13]．し
たがって，近い将来に発生が危惧されている南海トラフ
巨大地震や首都直下地震などの巨大災害時においても安
全な水を確保するためには，他事業体や自衛隊等の外部
支援組織からの応援給水活動のみならず，事案処理以外
の組織の機能についても担保することが可能となる災害
時の応急給水態勢やそのマネジメントシステムの確立が

図 ₆ 　災害時の被災地域内応急的水循環システム

図 ₇ 　災害対応に求められる組織の機能体系
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必要不可欠であるといえよう．

III. 巨大災害に向けた安全な水の確保のあり方

₁ ．インシデント・コマンド・システムに基づく災害対応
　災害対応マネジメントにおいては，1970年代に米国に
おいて開発された標準化されたマネジメントシステムで
あるインシデント・コマンド・システム（ICS）が，消
防機関を中心として世界的に標準なシステムとして用い
られている．米国においては，2004年に制定された米国
インシデント・マネジメント・システム（NIMS）[14] で，
あらゆる災害や緊急事態に対してICSを適用することが
定められており，水道事業体においても日常の事故，ハ
リケーン災害，地震災害などのあらゆる危機事態対応で
使用されている．つまり，米国においては，災害時の応
急給水対応においても，ICSに基づき実施されることと
なる．
　ICSの特徴として， 5つの組織機能，Command（指
揮命令），Operation（実行），Planning（計画情報），
Logistics（後方支援），Finance/Administration（財務・
総務）が明確に定義されていること，組織の構築方法

や名称，用語が統一，標準化されていること，Incident 
Action Plan（IAP，現場作業計画）の様式が統一化され
ていること，通信方法などのルールが統一化されている
こと，現場指揮官への権限委譲がシステムに組み込まれ
ており，あらゆる現場対応の意思決定者が現場指揮官
であること，などがあげられる． 5つの組織機能につい
ては，上述した東日本大震災での災害対応においてみら
れた組織的機能体系においても示されている．また，例
えば，米国ロサンゼルス市水道電気局では，ICSに基づ
き，図 8に示すOperational Planning Pとして緊急事態対
応システムが定められている [15]．ここでは，誰が，何
を，いつ，どのようにするのかが明確に示されていると
ともに，達成すべき目標を定め，IAPを策定，承認，実
行，評価，改善・更新という緊急時のPDCAのプロセス
が組み込まれている．
　そして，NIMSでは，水道事業体や地方政府の緊急事
態対応だけではなく，州政府・連邦政府による支援プロ
セスなども定められている．ここでは，現場指揮官が現
場対応の意思決定者であり，州政府や連邦政府などの
上位組織は，現場指揮官からの要請に応じて支援する
こととなっている．つまり，現場対応において，人や資

図 ₈ 　米国ロサンゼルス市水道電気局における災害対応マネジメントシステム（Operational Planning P）
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機材等の資源が不足した場合，現場指揮官は，地域の
Emergency Operation Center（EOC，緊急事態センター）
に支援を要求する．それを受けて，地域のEOCは，州
のEOCに対して必要に応じて支援を要求するとともに，
それでも不足する場合については連邦政府に対して支援
を要求する．そして，これらの支援に対応するための担
当組織や役割について，表 3に示すEmergency Support 
Function（ESF，緊急事態支援機能）で定められている．
したがって，災害時の安全な水の確保については，これ
らのESF# 3 の公共・技術支援，ESF# 8 の公衆衛生支援
の枠組みで実施されることとなる．
　応急給水という観点からは，USEPA（US Environmental 
Protection Agency，米国環境保護庁）において，緊急時
応急給水計画策定に関するレポートが示されている [16]．
ここでは，応急給水の考え方から，NGO，民間，コ
ミュニティや近隣事業体，州政府や連邦政府との連携の
あり方，あるいは，応急給水のさまざまな手法とその要
件や供給能力について示されている．
　一方，災害レジリエントな水道システムを構築すると
いう視点から，水量だけではなく，水質や消火機能な
ど 5つの水道サービスカテゴリーによる水道システム
評価を試みている [17] など，水道事業体の緊急事態に
おける最も達成すべき目標として水を管路で供給するこ
と，という考え方もある．我が国においては，管路とい
う水道システムにより水を供給するということは，緊急
時においても水道水質基準を満足する水を供給するとい
うことと同義である．しかしながら，水道事業体が，緊
急事態においても市民生活や社会経済の復旧・復興を支
えるという観点からは，いわゆる煮沸勧告（Boil-Water 
Notice）とともに水を供給するというあり方も，ひとつ
の災害対応や緊急時の水質リスク管理手法であるといえ
よう．

₂ ．目標による管理に基づく応急給水マネジメントシス
テム

　近藤ら [18] は，目標による管理の視点から2004年新
潟県中越地震における新潟県災害対策本部と米国ハリ
ケーン・カトリーナ災害におけるニューオリンズ市の災
害対策本部とのマネジメントの比較検討をし，応急対応
期において目標による管理を導入することが有効である
としている．近藤，永松 [19] は，目標管理型の災害対
応を，（ 1）定期的に対応計画を作成する，（ 2）測定可
能な目標を設定し，定期的に災害対応業務をチェックし
て改善する，（ 3）権限委譲を行う，という 3つの基準
を満たすこととしている．ここでは，目標による管理に
基づく災害対応においては，状況認識の統一が求められ
ており，（ 1）内部環境，外部環境に関する現状，（ 2）
今後の状況予測，（ 3）明確な対応方針や目標，（ 4）具
体的な対応，の 4つの情報が必要不可欠となる．これら
のことを鑑みれば，巨大災害時における安全な水を確保
するためには，これまで構築してきた応急給水対応シス
テムから一歩すすめて，目標による管理に基づく標準的
な応急給水マネジメントシステムを構築することが肝要
である．
　そこで，災害前の応急給水計画と災害時の応急給水実
施計画の定義を示す．応急給水計画とは，地域防災計画
や地域水道ビジョンと連動しながらも，対応マニュアル
や実施計画策定手順，初動体制構築の手順を定め，相互
応援協定による外部関係機関との連携とともに，給水拠
点整備などの中長期的な施設・設備や装備整備計画を含
む，事業体の応急給水に係る災害対応力を向上するため
の方策を示したものである．したがって，これまでの初
動や参集体制，連絡体制の構築や相互応援協定の締結と
ともに，計画文書や報告書，さらには契約書などの書式
様式，災害対策本部のレイアウトや人員配置，また，図
9に示すような我が国の組織体系に準じた応急給水実施

表 ₃ 　米国インシデント・マネジメント・システム（NIMS）における緊急事態支援機能
ESF# 1 Transportation（輸送支援）
ESF# 2 Communications（通信支援）
ESF# 3 Public Works and Engineering（公共・技術支援）
ESF# 4 Firefighting（消防支援）
ESF# 5 Information and Planning（情報及び計画支援）
ESF# 6  Mass Care, Emergency Assistance, Housing and Human Services（避難支援）
ESF# 7 Logistics Management and Resource Support（補給支援）
ESF# 8 Public Health and Medical Services（公衆衛生支援）
ESF# 9 Search and Rescue（捜索救助支援）
ESF#10 Oil and Hazardous Materials Response（油及び危険物対応支援）
ESF#11 Agriculture and Natural Resources（農業支援）
ESF#12 Energy（エネルギー支援）
ESF#13 Public Safety and Security（公衆安全支援）
ESF#14 Long Term Community Recovery（長期的復興支援）
ESF#15 External Affairs（対外調整支援）
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計画の策定手順についても具体的に定めておくことが必
要であろう．この応急給水実施計画策定の例においては，
誰が，いつ，どのように，何をするのかを明確にすると
ともに，災害時の安全な水を確保するための具体的な目
標や対応方針を明確にすること，応急給水実施計画を誰
がどのようにどんな文書で策定するのかを示すこと，そ
の実施計画を災害対策本部会議で承認したうえで，共有
すること，進捗状況，被災者ニーズや現状を把握し，評

価すること，対応方針・目標の検討や更新から状況把
握と評価のサイクルを定期的に実施すること，などがそ
の特徴としてあげられよう．また，応急給水実施計画は，
災害発生後に応急給水計画に基づき策定されるものであ
り，当該の事態をどのように克服するのかの方策を具体
的に示すものである．つまり，応急給水計画はさまざ
まな災害事象を対象とするが，応急給水実施計画は，災
害の種類や規模に応じてその都度策定されるものである．
応急給水実施計画には，被害状況や現状を踏まえた達成
すべき目標や対応方針，組織図，人や装置などの配備計
画，給水タンク車などの配車計画，応援事業体や自衛隊
など外部機関との連携を図る受援計画，さらには市民や
関係機関への広報について記載することが求められよう．
また，継続的に水道事業体の災害対応力を向上するため
には，平時からの取り組みが必要不可欠である．つまり，
災害が発生してからではなく，普段の机上演習や図上演
習の機会を捉え，応急給水計画をためすことが必要であ
る．そこでは，ある災害想定や被害想定から，応急給水
計画に基づき実際に応急給水実施計画を策定するのであ
る．そして，その策定した実施計画に基づき，現場で実
施したり，コミュニティや関係機関と訓練する．実施結
果や訓練結果から，グッドプラクティスや改善点を抽出
し，応急給水計画と実施計画の評価・検証する．さらに，
過去の災害事例や対応事例などから学習し，応急給水計
画を見直し，改善，更新するのである．したがって，図
10に示す災害時の安全な水の確保に向けた対応力向上の
取り組みを，水道事業体を中心としてその地域において
いかに実践していくか，が重要である．

IV. おわりに

　本稿では，我が国における災害時の応急給水対応につ
いて，2007年新潟県中越沖地震や2011年東日本大震災の
事例から，その特性と課題について述べた．さらに，災
害対応マネジメントシステムという視点から，米国にお

図₁₀　災害時の安全な水の確保に向けた対応力向上

図 ₉ 　災害対応実施計画策定マネジメントシステム
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ける応急給水システムや対応システムについて概観した
うえで，巨大災害時の安全な水を確保するための目標に
よる管理に基づく応急給水マネジメントシステムについ
て検討した．ここで示したあり方はひとつの考え方であ
り，今後は具体的に実践していくことが喫緊の課題であ
るといえる．
　また，将来の首都直下地震や南海トラフ巨大災害時に
おいても安全な水を確保するためには，全国的かつ階層
的な相互応援システムのみならず，標準的な応急給水対
応システムを構築するとともに，水道局職員はもとより
関係者の教育システムの構築が必要不可欠である．つま
り，災害時における地域の安全な水を確保するための実
践的な人材の育成を継続的に実施し，その関係者のFace 
to Faceのネットワーク構築が必要であるといえよう．
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